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鳥取大学規則第15号 

 

（趣旨） 

第1条 鳥取大学医学部（以下「本学部」という。）に関する事項は，鳥取大学学則（平成16年鳥取大学

規則第55号。以下「学則」という。）に定めるもののほか，この規則の定めるところによる。 

 

（学科） 

第2条 本学部に，次の学科を置く。 

医学科 

生命科学科 

保健学科 

2 保健学科に，次の専攻を置く。 

看護学専攻 

検査技術科学専攻 

 

（医学教育総合センター） 

第2条の2 本学部に、医学部及び附属病院並びに大学院医学系研究科における総合的な教育支援を行う

医学教育総合センターを置く。 

 

（講座） 

第3条 本学部における講座は，別表のとおりとする。 

 

（教育研究上の目的） 

第4条 本学部は，医学，生命科学及び保健学の専門知識・技術及び最新の理論の教育研究を行い，高度

の知識・技術及び豊かな人間性と高い倫理観を身に付けるとともに，国際社会にも貢献できる創造性

豊かな人材を養成することを目的とし，各学科の教育研究上の目的は，次の各号に掲げるとおりとす

る。 

一 医学科は，生命の尊厳を重んじながら，医学の専門知識・技術及び医療の理論の教育研究を行う

とともに，優れた倫理観を基盤に，最先端の医学を実践・創造できる医療人・医学研究者を養成す

ることを目的とする。 

二 生命科学科は，医学・生命科学分野の多様化する医学関連領域の教育研究を行うとともに，医学

とその広範な関連分野の知識・技術を活用できるバイオメディカルサイエンティスト（医科学研究

者，技術者）を養成することを目的とする。 

三 保健学科は，生命の尊厳を重んじながら，看護学及び検査技術科学の専門知識・技術の理論の教

育研究を行うとともに，看護学専攻においては，看護学の専門的知識と技術を備え，人々の健康に

関わる課題に広く取り組むことのできる看護専門職を養成することを，検査技術科学専攻において

は，最先端のバイオサイエンスと生体・機能検査の知識と技術を備えた臨床検査技師を養成するこ

とを目的とする。 
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（教育課程） 

第5条 本学部における教育課程の授業科目，単位数・時間数及びその履修方法等は，鳥取大学医学部医

学科の履修及び試験等に関する規則（平成11年鳥取大学医学部規則第3号），鳥取大学医学部生命科学

科の履修及び試験等に関する規則（平成2年鳥取大学医学部規則第4号）及び鳥取大学医学部保健学科

の履修及び試験等に関する規則（平成11年鳥取大学医学部規則第27号）（以下「各学科の履修及び試

験等に関する規則」という。）で定める。 

2 前項に定めるもののほか，全学共通科目については，鳥取大学全学共通科目履修規則（平成5年鳥取

大学規則第3号）による。 

 

（試験及び成績評価） 

第6条 本学部の試験及び成績評価について必要な事項は，各学科の履修及び試験等に関する規則で定

める。 

 

（卒業の要件） 

第7条 本学部の卒業に必要な修得単位数は，次の表のとおりとする。 

学科等＼区分 

全学共通科目 

専門科目 
卒業必要

単位数 入門科目 教養科目 外国語科目 
健康スポー

ツ科目 
小計 

医学科 
4.5単位 26 単 位 以

上 
8単位以上 1単位 39.5 単 位

以上 
156 単 位

以上 
195.5単位以

上 

生命科学科 
5単位 25 単 位 以

上 
10 単 位 以

上 
1単位 41 単 位 以

上 
102 単 位

以上 
143 単 位

以上 

保健学科 

看護学専攻 
5単位 18 単 位 以

上 
10 単 位 以

上 
1単位 34 単 位 以

上 
99単位以

上 
133 単 位

以上 

検査技術科

学専攻 
5単位 22 単 位 以

上 
10 単 位 以

上 
1単位 38 単 位 以

上 
95.5単位 
以上 

133.5単位

以上 

 

（転学科・転専攻） 

第8条 本学部の学生で，転学科又は転専攻を志願する者があるときは，教授会の議を経て，許可するこ

とがある。 

 

（研究生） 

第9条 本学部研究生を志願することのできる者は，学則第38条に該当する者とする。 

 

（その他） 

第10条 学則，鳥取大学学生守則（平成7年鳥取大学規則第26号）及びこの規則に定めるもののほか，

本学部で必要な事項は，教授会の議を経て，学部長が定める。 

 

附 則 

1 この規則は，平成2年6月8日から施行し，この規則による改正後の医学部規則（以下「新規則」とい

う。）は，平成2年4月1日から適用する。ただし，新規則別表生命科学科の項中講座名の欄は，平成2年

6月8日から適用する。 
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2 この規則施行の際現に医学部医学科専門教育課程2年次以上に在学する者については，新規則の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則（平成3年4月12日鳥取大学規則第16号） 

この規則は，平成3年4月12日から施行する。 

 

附 則（平成4年4月10日鳥取大学規則第21号） 

この規則は，平成4年4月10日から施行する。 

 

附 則（平成5年4月1日鳥取大学規則第15号） 

1 この規則は，平成5年4月1日から施行する。 

2 平成5年3月31日以前の入学者については，この規則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

3 平成6年4月1日に在学する者で，鳥取大学学則の一部を改正する学則の一部を改正する学則（平成6

年鳥取大学規則第1号）により本学部に移籍することとなった者に係る履修の方法等については，前

項の規定にかかわらず，教授会の議を経て学部長が定める。 

 

附 則（平成6年3月9日鳥取大学規則第6号） 

この規則は，平成6年4月1日から施行する。 

 

附 則（平成6年3月9日鳥取大学規則第9号） 

この規則は，平成6年4月1日から施行する。 

 

附 則（平成7年3月8日鳥取大学規則第16号） 

1 この規則は，平成7年4月1日から施行する。 

2 平成7年3月31日以前の入学者については，この規則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

 

附 則（平成7年5月10日鳥取大学規則第29号） 

この規則は，平成7年5月10日から施行し，平成7年4月12日から適用する。 

 

附 則（平成8年5月11日鳥取大学規則第19号） 

この規則は，平成8年5月11日から施行する。 

 

附 則（平成9年4月10日鳥取大学規則第29号） 

1 この規則は，平成9年4月10日から施行し，平成9年4月1日から適用する。 

2 平成9年3月31日以前の入学者については，この規則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

 

附 則（平成10年3月11日鳥取大学規則第10号） 

1 この規則は，平成10年4月1日から施行する。 

- 3 -



2 平成10年3月31日以前の入学者については，この規則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

 

附 則（平成11年3月10日鳥取大学規則第5号） 

1 この規則は，平成11年4月1日から施行する。 

2 平成11年度に3年次以上の者については，この規則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の例

による。 

 

附 則（平成11年9月8日鳥取大学規則第49号） 

この規則は，平成11年10月1日から施行する。 

 

附 則（平成12年1月12日鳥取大学規則第1号） 

1 この規則は，平成12年4月1日から施行する。 

2 平成12年3月31日以前の入学者については，この規則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

 

附 則（平成12年3月8日鳥取大学規則第16号） 

この規則は，平成12年4月1日から施行する。 

 

附 則（平成13年3月31日鳥取大学規則第32号） 

1 この規則は，平成13年4月1日から施行する。 

2 平成13年3月31日以前の入学者については，この規則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

 

附 則（平成14年3月13日鳥取大学規則第21号） 

この規則は，平成14年4月1日から施行する。 

 

附 則（平成15年3月5日鳥取大学規則第13号） 

この規則は，平成15年4月1日から施行する。 

 

 

附 則（平成16年4月9日鳥取大学規則第61号） 

1 この規則は，平成16年4月9日から施行し，改正後の鳥取大学医学部規則の規定は，平成16年4月1日

から適用する。 

2 平成16年3月31日以前の入学者については，この規則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

 

附 則（平成18年4月12日鳥取大学規則第58号） 

1 この規則は，平成18年4月12日から施行し，改正後の鳥取大学医学部規則の規定は，平成18年4月1日

から適用する。 

2 平成18年3月31日以前の入学者については，この規則による改正後の規定にかかわらず，なお従前の
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例による。 

 

附 則（平成18年7月12日鳥取大学規則第98号） 

この規則は，平成18年8月1日から施行する。 

 

附 則（平成19年9月13日鳥取大学規則第119号） 

1 この規則は，平成19年9月15日から施行する。 

2 この規則施行による改正後の鳥取大学医学部規則（平成2年鳥取大学規則第15号）別表に掲げる医学

科地域医療学（兵庫県）講座の存続期間は，平成24年3月31日までとする。 

 

附 則（平成20年3月25日鳥取大学規則第34号） 

この規則は，平成20年4月1日から施行する。ただし，平成20年3月31日以前の入学者については，こ

の規則施行による改正後の鳥取大学医学部規則第7条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則（平成20年12月3日鳥取大学規則第104号） 

この規則は，平成21年4月1日から施行する。ただし，平成21年3月31日以前の入学者については，こ

の規則施行による改正後の鳥取大学医学部規則第7条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則（平成21年3月3日鳥取大学規則第18号） 

1 この規則は，平成21年4月1日から施行する。 

2 平成21年3月31日以前の入学者については，この規則施行による改正後の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

 

附 則（平成21年7月7日鳥取大学規則第69号） 

この規則は，平成21年7月7日から施行する。 

 

附 則（平成22年3月10日鳥取大学規則第29号） 

1 この規則は，平成22年4月1日から施行する。 

2 平成22年3月31日以前の入学者については，この規則施行による改正後の第7条の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

 

附 則（平成22年7月14日鳥取大学規則第99号） 

この規則は，平成22年10月1日から施行する。 

 

附 則（平成23年3月30日鳥取大学規則第44号） 

1 この規則は，平成23年4月1日から施行する。 

2 平成23年3月31日以前の入学者については，この規則施行による改正後の第7条の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

 

附 則（平成23年9月14日鳥取大学規則第78号） 

1 この規則は，平成24年4月1日から施行する。 
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2 平成24年3月31日以前の入学者については，この規則施行による改正後の第7条の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

 

附 則（平成23年12月14日鳥取大学規則第96号） 

この規則は，平成24年4月1日から施行する。 

 

附 則（平成24年3月27日鳥取大学規則第24号） 

1 この規則は，平成24年4月1日から施行する。 

2 平成24年3月31日以前の入学者については，この規則施行による改正後の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

 

附 則（平成24年5月9日鳥取大学規則第51号） 

この規則は，平成24年6月1日から施行する。 

 

附 則（平成27年3月11日鳥取大学規則第18号） 

1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。 

2 平成27年3月31日以前の入学者については，この規則施行による改正後の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

 

附 則（平成27年3月24日鳥取大学規則第28号） 

この規則は，平成27年4月1日から施行する。 

 

附 則（平成27年10月14日鳥取大学規則第93号） 

この規則は，平成27年11月1日から施行する。 

 

附 則（平成27年12月15日鳥取大学規則第105号） 

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。 

2 平成28年3月31日以前の入学者については，この規則施行による改正後の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

 

附 則（平成30年1月9日鳥取大学規則第1号） 

1 この規則は，平成30年4月1日から施行する。 

2 平成30年3月31日以前の入学者については，この規則施行による改正後の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

 

附 則（令和2年10月14日鳥取大学規則第69号） 

この規則は，令和2年11月1日から施行し，改正後の別表中「医学教育学」及び「ゲノム再生医学」に

係る規定は，令和2年4月1日から適用する。 

 

附 則（令和3年3月10日鳥取大学規則第19号） 

1 この規則は，令和3年4月1日から施行する。 
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2 令和3年3月31日以前の入学者については，この規則施行による改正後の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

 

附 則（令和4年3月16日鳥取大学規則第33号） 

1 この規則は，令和4年4月1日から施行する。 

2 令和4年3月31日以前の入学者については，この規則による改正後の鳥取大学医学部規則の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 

附 則（令和5年2月21日鳥取大学規則第17号） 

1 この規則は，令和5年4月1日から施行する。 

2 令和5年3月31日以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学又は再入学する者については，

この規則による改正後の鳥取大学医学部規則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則（令和7年12月12日鳥取大学規則第94号） 

1 この規則は，令和8年4月1日から施行する。 

2 令和8年3月31日以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学又は再入学する者については，

この規則による改正後の鳥取大学医学部規則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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別表 

鳥取大学医学部講座表 

学科及び専攻名 講座名 

医学科 解剖学 

生理学 

病理学 

感染制御学 

社会医学 

医学教育学 

ゲノム再生医学 

病態解析医学 

統合内科医学 

器官制御外科学 

感覚運動医学 

脳神経医科学 

地域医療学 

臨床感染症学 

生命科学科 分子細胞生物学 

染色体医工学 

機能形態学 

保健学科 看護学専攻 基礎看護学 

成人・老人看護学 

母性・小児家族看護学 

地域・精神看護学 

検査技術科学専攻 生体制御学 

病態検査学 

 認知症予防学 

 

 

- 8 -



   鳥取大学医学部保健学科の履修及び試験等に関する規則 

 

                             平成１１年８月１８日 

                             鳥取大学医学部規則第２７号 

  （趣旨） 

第１条  鳥取大学医学部規則（平成２年鳥取大学規則第１５号）（以下「医学部規則」という。）第 

５条及び第６条の規定に基づき、保健学科の授業科目の履修及び試験等の実施並びに取扱いについ 

て定めるものとする。 

 （授業科目及び単位数） 

第２条  全学共通科目の授業科目、単位数及び履修方法等は、鳥取大学全学共通科目履修規則（平成

５年鳥取大学規則第３号）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

第３条  保健学科の授業科目、授業時期及び単位数は、別表のとおりとする。 

２ 専門科目は、それぞれ指定された履修年次に履修して、単位を修得しなければならない。 

３  別表に掲げた科目のほか、必要に応じて保健学科運営会議の議を経て、医学部教授会（以下「教

授会」という。）の承認により、特定の科目を授業することができる。 
（授業時間数） 

第４条 鳥取大学医学部における授業科目の単位の認定の基礎となる１単位当たりの授業時間数

は，鳥取大学単位認定規則（平成５年鳥取大学規則第２号）第２条第２項の規定に基づき次のと

おりとする。 

 一 講義     １５時間又は３０時間 

 二 演習     ３０時間 

 三 実験・実習  ３０時間又は４５時間 

 （出席時間数） 

第５条 出席時間数が前条の規定による当該授業科目の 1 単位当たりの授業時間数の５分の４に

満たない者については，単位の認定を行わない。ただし，特にやむを得ない事情があると認めら

れた者については，例外的に同条の規定の５分の３以上出席した者についても，単位の認定を

行うことができる。 

  （履修手続） 

第６条  学生は各年次の所定の期日までに、その年次に履修する科目を，所定の方法により登録しな

ければならない。 

２  前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情により履修する科目を変更しようとする者は，該当

する教員の承諾を得て，医学部長に履修登録変更願を提出しなければならない｡ 

  （試験の時期） 

第７条  試験は、原則として第２条及び第３条に規定する授業が終了する学期の終りに実施する。た

だし、特別の事情があるときは、あらかじめ保健学科運営会議の議を経て、教授会の承認により、

その時期を変更することができる。 

２  試験日は、その２週間前までに発表する。 

  （受験資格） 

第８条  試験を受けることのできる者は、第５条の規定により単位の認定を受けることができる者と

する。 

  （試験の方法） 

第９条  試験の方法は、筆答、論文、報告書及び口頭とする。 

  （試験の成績） 

第１０条  試験の成績は、１００点満点で採点し、６０点以上をもって合格とする。ただし、再試験

に合格した場合の成績は、６０点とする。 

２  試験等の成績を評語で表すときは、次の基準による。 
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      Ｓ ９０点以上，Ａ ９０点未満８０点以上，Ｂ ８０点未満７０点以上，Ｃ ７０点未満６

０点以上，Ｆ ６０点未満 

  （試験を受けなかった者の取扱い） 

第１１条  病気その他、やむを得ない事情によって試験を受けることができなかった者は，追試験を

受けることができる。 

２ 追試験を受けようとする者は，病気の場合にあっては医師の診断書を，その他の場合にあっては

証明できる書類等を，追試験願と共に当該試験終了後１週間以内又は再試験の前日のいずれか早い

日までに，担当教員の承認を得て医学部長に届け出なければならない。 

第１２条  前条の手続きを経て、その理由が正当と認められた者は、追試験を受けることができる。 

２  追試験は、第１２条に規定する再試験の日前に各科目ごとに１回限り行う。 

第１３条  正当な理由がなく試験を受けなかった者の当該科目の履修届は、失格とする。 

 （再試験） 

第１４条 第３条に規定する専門科目の再試験は、第５条第１項又は第１０条第２項による試験に合

格しなかった者について、担当教員の指示にしたがって各科目ごとに１回限り行うことができる。 

２ 全学共通科目の再試験は、１年次終了時に次の単位未修得者に対して、当該年度に受験した科目

について３月末日までに１回限り行うことができる。この場合において、再試験を受けようとする

者は、再試験願を再試験該当者として認定された日の翌日から所定の期日までに当該授業科目の担

当教員の承認を得て、医学部長に提出しなければならない。 

  入門科目（大学入門ゼミは除く。）、主題科目（保健医療概論及び生命倫理を除く。）、特定科

目、基幹科目（保健統計学と実験演習分野を除く。）及び外国語科目（外国語科目については、コミ

ュニケーション英語又は実践英語１科目以内、ドイツ語若しくはフランス語又は中国語若しくは韓

国語１科目以内）について、合わせて２科目以内とする。 

３ 全学共通科目の主題科目のうち保健医療概論、生命倫理及び２年次以降に開講する全学共通科目

については、担当教員の指示に従って各科目ごとに１回限り行うことができる。 

４  再試験を受けなかった者の成績は、試験又は追試験の成績をもってあてる。 

 （進級及び卒業） 

第１５条 ４年次までの各年次へ進級できる必須条件は、別表に規定する各年次に開設される必修科

目の単位を修得し、かつ、別表の備考に規定する用件を満たしていること。 

２ 保健学科を卒業する者は、医学部規則第７条に定める単位以上を修得しなければならない。 
（看護学専攻３年次後期必修科目に係る履修制限） 

第１６条 看護学専攻３年次後期に開設される専門科目のうち，必修科目の履修については，別表

に規定する３年次前期に開設される専門科目のうち，必修科目の単位を修得しなければならな

い。 

  （単位の認定、進級及び卒業の判定） 

第１７条  単位の認定及び進級の判定は、保健学科運営会議において行う。 

２  卒業の判定は、保健学科運営会議の議を経て、教授会において行う。 

  （留年と再履修） 

第１８条  各年次において合格しなかった科目のうち、再履修を希望する者は、担当教員の指導によ

り再履修することができる。 

２  前項の試験は、第５条及び第８条の規定を準用する。   
  （他学部授業科目等の履修） 

第１９条  他学部又は他学科若しくは他専攻の授業科目を履修しようとする者は、当該授業科目担当

教員の承認を得て、学部長に願い出なければならない。 

２  前項により修得した単位は卒業に必要な単位数には算入しない。   
  （雑則） 

第２０条  この規則に定めるもののほか、保健学科の履修及び試験等の取扱いに関し必要な事項は、

保健学科運営会議の議を経て、教授会が定める。 
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      附  則 

  この規則は、平成１１年１０月１日から施行する。 

      附  則  （平成１２年１０月２５日鳥取大学医学部規則第７号） 

  この規則は、平成１２年１０月２５日から施行する。 

   附  則 （平成１３年３月２１日鳥取大学医学部規則第４号） 

１  この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ 平成１３年３月３１日以前の入学者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

      附  則  （平成１５年１月２２日鳥取大学医学部規則第４号） 

  この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則  （平成１５年２月１９日鳥取大学医学部規則第８号） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 平成１５年３月３１日以前の入学者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

   附 則 （平成１６年２月１８日鳥取大学医学部規則第２号） 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年３月３１日以前の入学者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

      附  則  （平成１６年３月３日鳥取大学医学部規則第１０号） 

  この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

      附  則  （平成１７年２月２３日鳥取大学医学部規則第６号） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 平成１７年３月３１日以前の入学者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。  

       附  則  （平成１９年１１月２８日鳥取大学医学部規則第１９号） 

  この規則は、平成１９年１１月２８日から施行する。 

       附  則  （平成２０年７月２３日鳥取大学医学部規則第７号） 

  この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、平成２１年３月３１日以前の入学者につ

いては、この規則施行による改正後の鳥取大学医学部保健学科の履修お呼びし検討に関する規則の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

    附  則  （平成２１年２月２０日鳥取大学医学部規則第７号） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年３月３１日以前の入学者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

    附  則  （平成２２年２月２４日鳥取大学医学部規則第３号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年３月３１日以前の入学者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

    附  則  （平成２３年２月２３日鳥取大学医学部規則第５号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年３月３１日以前の入学者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

    附  則  （平成２４年２月２２日鳥取大学医学部規則第４号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年３月３１日以前の入学者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 
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    附  則  （平成２４年１０月２４日鳥取大学医学部規則第１３号） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

    附  則  （平成２５年３月１９日鳥取大学医学部規則第２号） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

    附  則  （平成２６年２月２８日鳥取大学医学部規則第１号） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

    附  則  （平成２７年１月８日鳥取大学医学部規則第３号） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

   附  則  （平成２７年９月２４日鳥取大学医学部規則第１６号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

   附  則  （平成２７年１１月２５日鳥取大学医学部規則第２７号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

附  則  （平成２８年１０月２６日鳥取大学医学部規則第７号） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

附  則  （平成２９年１１月２２日鳥取大学医学部規則第７号） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
附  則  （平成３０年１１月２８日鳥取大学医学部規則第１４号） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
附  則  （令和元年９月２５日鳥取大学医学部規則第６号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和２年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
附  則  （令和２年１０月２８日鳥取大学医学部規則第１１号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和３年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
附  則  （令和３年１１月２４日鳥取大学医学部規則第２４号） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和４年３月３１日以前の入学者については、この規則施行による改正後の鳥取大学医学部保健
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学科の履修及び試験等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則（令和５年２月１５日鳥取大学医学部規則第４号） 

１ この規則は，令和５年 ４月 １日から施行する。 

２ 令和５年３月３１日以前の入学者及び当該者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者に

ついては，この規則施行による改正後の鳥取大学医学部保健学科の履修及び試験等に関する規則の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（令和６年９月２７日鳥取大学医学部規則第１０号） 

 この規則は，令和６年９月２７日から施行する。 

附 則（令和７年２月２０日鳥取大学医学部規則第３号） 

１ この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和７年３月３１日以前の入学者及び当該者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する

者については，この規則施行による改正後の鳥取大学医学部保健学科の履修及び試験等に関す

る規則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（令和７年１２月９日鳥取大学医学部規則第１０号） 

１ この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日以前の入学者及び当該者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する

者については，この規則施行による改正後の鳥取大学医学部保健学科の履修及び試験等に関す

る規則の別表の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（令和８年２月５日鳥取大学医学部規則第２号） 
１ この規則は，令和８年４月１日から施行する。 
２ 令和８年３月３１日以前の入学者及び当該者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者に

ついては，この規則施行による改正後の鳥取大学医学部保健学科の履修及び試験等に関する規則の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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別表（第３条，第１３条関係）

令和８年度入学者

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
1 1
2 2
1 1
1 1
5 5 ５単位

2
1
2
2 2 1 1 1
2 1 2 2
2 2 2
2 2
1 2
2 2

人文・社会分野 2 2
1
2
1 １５単位以上

自然分野
　　物理学 2 2
　　化学 2 2
　保健統計学 2 2 ２単位以上
実験演習分野
　物理学実験演習 2 2
　化学実験演習 2 2

2 30 13 13 2 3 1 １８単位以上 (主題科目、キャリア科目、基幹科目から18単位以上修得すること)

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 ８単位

10 3 3 1 1 1 1 １０単位以上
1 1 (1) １単位

18 30 22 16 3 4 1 1 1 ３４単位以上

人体の構造と機能Ⅰ 2 2
人体の構造と機能Ⅱ 2 2
人間発達と健康論 1 1
栄養と代謝 1 1
心の病 1 1
病気と病理 2 2
病気と微生物 2 2
疾病論Ⅰ 2 2
疾病論Ⅱ 2 2
くすりと作用 2 2
保健医療福祉行政論Ⅰ 2 2
保健医療福祉行政論Ⅱ 1 1
コミュニケーション法 1 1
疫学 2 2
国際保健医療論 1 1
災害支援・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1 　 1
人体の構造と機能Ⅲ 1 1
周産期医学 1 1
老年医学 1 1
がんのメカニズムと治療 2 2
人類遺伝学 2 2
医療コミュニケーション 1 1
基礎看護学 2 2
母性看護学 1 1
小児看護学 1 1
成人看護学 1 1
老年看護学 1 1
精神看護学 1 1
地域・在宅看護学 1 1
公衆衛生看護学Ⅰ 1 1
公衆衛生看護学Ⅱ 1 1
公衆衛生看護学Ⅲ 2 2
公衆衛生看護学Ⅳ 1 1
健康障害と看護 2 2
成育支援と看護 1 1
地域での暮らしと看護 1 1
メンタルヘルスと看護 1 1
健康学習と看護 1 1
尊厳のある死と看護 1 1
看護実践過程基盤演習 1 1
生涯発達看護実践過程演習 1 1
療養看護実践過程演習 1 1
公衆衛生看護実践過程演習 1 1
クリティカルケア看護実践過程演習 1 1
地域生活看護実践過程演習 1 1
生活援助論演習Ⅰ 2 2
生活援助論演習Ⅱ 2 2
生活援助論演習Ⅲ 2 2
生活援助論演習Ⅳ 1 1
治療援助論演習Ⅰ 2 2
治療援助論演習Ⅱ 2 2
包括的支援統合演習 1 1
健康生活支援実習 1 1
ヘルスプロモーション実習 1 1
看護実践過程基盤実習：個人 2 2
看護実践過程基盤実習：地域 1 1
母性家族看護学実習 2 2 ★
小児家族看護学実習 2 2 ★
成人看護学実習 4 4 ★
老年看護学実習 2 2 ★
精神看護学実習 2 2 ★
地域・在宅看護学実習 2 2 ★
公衆衛生看護学実習 4 4 ★
クリティカルケア看護学実習 1 1
包括的支援統合実習 3 3
研究成果活用法 1 1
看護学研究法Ⅰ 1 1
看護学研究法Ⅱ 1 1
看護倫理 1 1
病の体験と医療 1 1
特別講義Ⅰ 1 1
特別講義Ⅱ 1 1
特別講義Ⅲ 2 2
家族看護論 1 1
リプロダクティブヘルスケア論 1 1
助産学概論 1 1
基礎助産学 1 1
助産診断・技術学Ⅰ 2 2
助産診断・技術学Ⅱ 2 2
助産診断・技術学演習Ⅰ 1 1
助産診断・技術学演習Ⅱ 1 1
助産診断・技術学演習Ⅲ 1 1
助産業務管理論 1 1
助産業務管理実習 1
助産学実習 10
包括的地域助産学実習 1

小   計 95 36 7 10 25 19 21 20 20 9 ９９単位以上

113 66 29 26 28 23 22 21 20 10 １３３単位以上

★印の授業科目（実習）は３年次前期専門科目の必修科目を全て修得していないと履修することは出来ない。

保健学科看護学専攻課程表

区分 授業科目
履　修　年　次 ・ 単　位　数

備　考
必修 選択

1年

１年次開設の主題科目、基幹科目（人文・社会分野）から次の科目（単位）を修得すること。
     主題科目： 保健医療概論（２単位）、社会福祉（１単位）
     基幹科目： 生命倫理（１単位）
     基幹科目： 人文・社会分野の選択必修科目のうち、
     基幹科目： 人文系の複数の学問領域から２科目４単位以上、
     基幹科目： 社会系の複数の学問領域から２科目４単位以上

キャリア科目

基
　
幹
　
科
　
目

計

2年 3年 4年

大学入門ゼミ
情報リテラシ
キャリア入門
データサイエンス入門

計

教
養
科
目

主
　
題
　
科
　
目

人間と文化
人間と科学
人間と環境
健康と生命
世界と地域

教養ゼミナール

入
門
科
目

　ドイツ語基礎Ⅰ・Ⅱ
1

1 1 １つの言語を選択し２単位修得すること。
　フランス語基礎Ⅰ・Ⅱ

　中国語基礎Ⅰ・Ⅱ
1

　韓国語基礎Ⅰ・Ⅱ

２７単位以上

７２単位以上

1
10
1

合　　計

計
　健康スポーツ科目

全学共通科目　合計

専
　
 

門
 
　
科
 
　
目

外
国
語
科
目

外国語（英語）

　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語A

　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語B

　実践英語A

　実践英語B

　総合英語Ⅰ

　総合英語Ⅱ

　医療英語Ⅰ

　医療英語Ⅱ

全
学
共
通
科
目

必修25単位 ＋ 選択科目から2単位以上

必修70単位 ＋ 選択科目から2単位以上
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別表（第３条，第１３条関係）

R８入学者用

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
大学入門ゼミ 1 1
情報リテラシ 2 2
キャリア入門 1 1
データサイエンス入門 1 1

5 5 5 　５単位
2
2
2
2
2
2
2

人文・社会分野 1
2
2
2 １４単位以上

自然分野
　　　数学 2
　　　物理学 2
　　　化学 2
　　　生物学 2
　　　 保健統計学 2 2 　６単位以上
実験演習分野
　　物理学実験演習 2 2
　　化学実験演習 2 2
　　生物学実験演習 2 2 　２単位以上

計 2 35 16 22 2 7 1 22
コミュニケーション英語A 1 1
コミュニケーション英語B 1 1
実践英語A 1 1
実践英語B 1 1
総合英語Ⅰ 1 1
総合英語Ⅱ 1 1 10
医療英語Ⅰ 1 1
医療英語Ⅱ 1 1
　　ドイツ語基礎Ⅰ・Ⅱ
　　フランス語基礎Ⅰ・Ⅱ
　　中国語基礎Ⅰ・Ⅱ
　　韓国語基礎Ⅰ・Ⅱ

計 10 3 3 1 1 1 1 10
健康スポーツ科目 1 1 (1) 1

18 35 25 25 3 8 1 2 38 ３８単位以上
人体の構造と機能 2 2
健康と生体情報 2 2
栄養と代謝 2 2
心の病 1 1
病気と病理 2 2
病気と微生物 2 2
くすりと作用 2 2
疾病論I 2 2
疾病論II 2 2
予防検査学 1 1
人間発達と健康論 1 1
免疫学入門 1 1
生命科学入門　１ 1 1
生命科学入門　２ 1 1
生命科学入門　３ 1 1
生命科学入門　４ 1 1
コミュニケーション法 1 1
周産期医学 1 1
国際保健医療論 1 1
保健福祉行政論 2 2
人類遺伝学 2 2
老年医学 1 1
がんのメカニズムと治療 2 2
医療コミュニケーション 1 1

　計 18 17 5 5 11 7 3 2 1 1 20
分析検査学 1 1
分析検査学実習 1 1
情報科学概論 2 2
人体組織学 1 1
人体組織学実習 1 1
生理情報検査学 1 1
生理情報検査学実習 1 1
医用工学 1 1
医用工学実習 1 1
遺伝子検査学 1 1
遺伝子検査学実習 0.5 0.5
検査機器論 2 2
医療データ解析管理学 1 1
公衆衛生学 2 2
医療安全管理学 1.5 1.5
医療安全管理学実習 0.5 0.5
検査総合管理学 2 2
関係法規 1 1
検査学概論 1 1
病理検査学 2 2
病理検査学実習 1 1
検体検査学 1 1
検体検査学実習 1 1
病原体検査学Ⅰ 2 2
基礎免疫輸血学 1 1
病理組織細胞学 2 2
病理組織細胞学実習 1 1
病態血液学 2 2
臨床化学検査学 2 2
臨床化学・免疫検査学実習 1 1
病原体検査学Ⅱ 2 2
病原体検査学実習 1 1
免疫検査学 1 1
輸血・移植検査学 1 1
病態生理情報検査学 4 4
生理検査の臨床応用 1 1
臨床病理学概論 1 1
病態血液学実習 1.5 1.5
病原寄生虫学演習 1 1
生命工学概論 2 2
輸血・移植検査学実習 2 2
病態生理情報検査学実習 2 2
血液診断学 0.5 0.5
画像診断学 1 1
臨地実習 12 12 12
課題研究 4 2 2 4

　計 75.5 0 0 0 10 12.5 23 12.5 14.5 3 75.5
専　門　科　目　合計 93.5 17 5 5 21 19.5 26 14.5 15.5 4 95.5

総　　　　　　　　　計 111.5 52 30 30 24 27.5 27 16.5 15.5 4 133.5 133．5単位以上

全学共通科目　合計

1 1 １つの言語を選択し２単位修得すること。
1

専
門
科
目

専
門
基
盤
科
目

18

2

生
体
制
御
学

21.5

病
態
検
査
学

38

共通

１年次開設の主題科目、基幹科目（人文・社会分野）から次の科目（単位）を修
得すること。
　主題科目： 保健医療概論（２単位）
　基幹科目：人文・社会分野の選択必修科目の
　基幹科目：うち、人文系の複数の学問領域から
　基幹科目：２科目４単位以上、社会系の複数の
　基幹科目：学問領域から２科目４単位以上

２年次開設の基幹科目（人文・社会分野）の生命倫理（２単位）を修得すること。

キャリア科目

基
幹
科
目

2
2
2

2
2
2

6 １年次開設の科目から４単位以上を修得すること。

2 １年次開設の科目から２単位以上を修得すること。

全
学
共
通
科
目

入
門
科
目

5

計

教
養
科
目

主
題
科
目

人間と文化
人間と科学
人間と環境
健康と生命
世界と地域

教養ゼミナール

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
1
1
1

1
14

外
国
語
科
目

1

４年

保健学科検査技術科学専攻課程表

区　　分 授業科目
単位数 履修年次･単位数

必　　要
単位数

備　　　　　考必
修

選
択

１年 ２年 ３年
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